
広報伊根デザイン・印刷業務の事業者募集について 
概要 

業務内容 
伊根町が毎⽉発⾏する広報誌「広報伊根」のデザイン・印刷業務 

 
業務期間 

令和８年 4 ⽉ 1 ⽇〜令和９年 3 ⽉ 31 ⽇ 
 

契約方式 
随意契約 
ただし契約の締結は令和８年度予算成⽴を条件とします。 

 
詳しい業務内容につきましては、仕様書、製作要領及び個⼈情報特記事項をご確認ください。 

広報伊根印刷業務に係る仕様書  
広報伊根印刷業務に係る製作要領  
個⼈情報取扱特記事項  

 
提出書類 
（１）⾒積書(1 ページあたりの単価とし、消費税及び地方消費税は除いた額とします。) 
（２）令和 5 年度〜令和７年度において作成した広報誌 数点 
（３）官公庁自治体への納品実績を示すもの 
（４）（２）及び（３）の実績がない場合は、別紙原稿を基に記事を作成し提出 
 

提出期限 
書類提出期限 令和 8 年 3 ⽉ 10 ⽇(火曜⽇) 午後 5 時まで 

 
提出先 

〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字⽇出 651 番地 
 伊根町役場 企画観光課 

 
なお、提出いただいた書類の返却は原則⾏いません。 

 
契約業者の決定について 

契約業者の決定は、⾒積額、過去に作成した広報誌のデザイン及び企画提案書に基づく審査により⾏
います。 

審査項目 
1.紙面作成能⼒ 
2.レイアウト、フォント、色づかい 
3.その他独自の提案 
4.過去の同種又は類似業務の実績 
5.⾒積⾦額 

 


